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北広島町長　様
（北広島町商工会長　様）
北広島町物価高騰対策地域商品券取扱店登録申請書兼誓約書
　下記のとおり、北広島町物価高騰対策地域商品券取扱店の登録を申請します。
　商品券の換金請求について、本事業の受託者が各取扱店の請求を取りまとめ、町に対して代理請求を行うことに同意します。
　また、登録にあたり裏面成約事項について誓約します。【裏面へ】

	事業所名（屋号）
	

	　１．北広島町商工会会員
　２．その他（　　　　　　　　）

	業　　種
	


	取扱品
	具体的にご記入ください


	事業所
所在地
	〒７３１－
北広島町

	代表者名
	
　　　　　　　　　　㊞
	
	


	連絡先
電話番号
	

	（必須）
E-mail
	　　　　　　　　　　　　＠

	地域商品券換金振込口座

	
	

	
	

	金融機関
	　　　　　　　　　　　　　銀行・金庫・組合　　　　　　　　　　　　　　本店・支店・出張所
　　　　　　　　　　　　　農協・漁協　　　　　　　　　　　　　　　　　本所・支所

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	
	預金種類
	1.普通　　2.当座

	特記事項
	・主な取扱金融機関
広島銀行千代田支店、もみじ銀行千代田支店
広島市信用組合千代田・大朝各支店、
ひろしま農業協同組合千代田・大朝各支店、
広島市農業協同組合豊平・芸北各支店
※上記金融機関以外の振込も可能ですが、なるべく上記金融機関支店の口座を指定してください。



【誓約事項】
募集要項に記載された遵守事項を遵守し、不正な取り扱いは一切行いません。
申請内容に虚偽はありません。また、町が必要と認めた場合の営業実態調査（現地調査を含む）に応じます。
自身または役員等は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではなく、暴力団または暴力団員が経営に関与している事実もありません。


（署名欄）
　　　　　

※自署でない場合は要押印


【北広島町商工会非会員の方のみ：添付書類確認】（いずれか１点）
[　　 ] 直近の確定申告書の控え
[ 　　] 営業許可証の写し
[ 　　] 法人設立届出書または開業届の控え
[ 　　] その他、町内での営業実態が客観的に証明できる書類


●取扱店登録申請書受付最終期限：令和８年８月31日（月）●


※北広島町商工会本所・支所へ郵送またはご持参ください。
北広島町商工会　本　　所　〒731-1533 北広島町有田1234-1　 TEL：0826-72-2380
北広島町商工会　大朝支所　〒731-2104 北広島町大朝2460-1　 TEL：0826-82-2576
北広島町商工会　芸北支所　〒731-2323 北広島町川小田75-19  TEL：0826-35-0633
北広島町商工会　豊平支所　〒731-1711 北広島町戸谷1097-1   TEL：0826-83-0036













